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信
用
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
告
書
の
問
い
合
わ
せ
】

毅
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
書
に
つ

い
て

■問 
市
役
所
市
民
税
課
市
民
税
班
（
緯

内
線
3
1
7
～
3
1
9
・
3
2
9
）。

毅
所
得
税
の
確
定
申
告
書
に
つ
い
て

■問 
成
田
税
務
署
（
緯
碓28 
5
1
5
1
）。

※
電
話
で
の
申
告
相
談
は
行
っ
て
い

ま
せ
ん
。
相
談
は
市
内
各
申
告
会
場
、

成
田
税
務
署
申
告
書
作
成
会
場
で
お

願
い
し
ま
す
。

成
田
税
務
署
・
確
定
申
告
書

　
　
　
作
成
会
場
の
お
知
ら
せ

　
平
成
　
年
分
の
所
得
税
・
贈
与

23

税
・
個
人
消
費
税
の
申
告
書
作
成
・

相
談
と
提
出
の
会
場
は
「
イ
オ
ン

モ
ー
ル
成
田
2
階
イ
オ
ン
ホ
ー
ル
」

で
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
期
間
中
は
、
成
田
税
務
署
内

に
は
、「
作
成
・
相
談
会
場
」
を
設

け
て
お
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
作
成
が

完
了
し
た
申
告
書
（
計
算
お
よ
び
記

る
「
イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田
2
階
イ
オ

ン
ホ
ー
ル
（
確
定
申
告
書
作
成
会

場
）」
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
完
成
し
て
い
る
申
告
書
は
、
市
の

申
告
会
場
で
預
か
り
、
成
田
税
務
署

へ
届
け
ま
す
。

【
申
告
に
必
要
な
も
の
】

▼
認
め
印
（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）
▼

電
卓
▼
筆
記
用
具
▼
源
泉
徴
収
票
▼

事
業
所
得
の
あ
る
人
は
作
成
済
の
収

支
内
訳
書
▼
生
命
保
険
や
地
震
保
険

な
ど
の
控
除
証
明
書
▼
国
民
年
金
保

険
料
控
除
証
明
書
や
国
民
健
康
保
険

税
・
介
護
保
険
料
な
ど
の
支
払
金
額

の
分
か
る
も
の
▼
所
得
税
が
還
付
に

な
る
場
合
は
、
申
告
者
本
人
名
義
の

銀
行
な
ど
の
口
座
番
号
。

　
ほ
か
に
も
収
入
の
分
か
る
も
の
や
、

各
種
控
除
を
受
け
る
の
に
必
要
な
書

類
な
ど
が
あ
れ
ば
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

※
書
類
は
、
原
本
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

怯
所
得
税
の
確
定
申
告
書
用
紙

　
各
税
務
署
の
ほ
か
に
市
役
所
市
民

税
課
お
よ
び
市
内
の
各
支
所
・
出
張

所
に
も
用
意
し
て
あ
り
ま
す
が
、
数

に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w

w
w

.n
ta.g
o
.jp

）
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
　
な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
用

紙
の
郵
送
は
、
市
で
は
行
っ
て
い
ま

せ
ん
。
用
紙
の
郵
送
請
求
は
左
記
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■問 
成
田
税
務
署
（
緯
碓28 
5
1
5
1
）。

所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
作
成

　（
検
算
）
は
国
税
庁
の

　
　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
便
利

　
申
告
会
場
以
外
で
も
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
所
得
税
の
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作

成
・
印
刷
し
た
確
定
申
告
書
を
、
税

務
署
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
土
地
・
建
物
等
譲
渡
所
得

1
1
6
）。

怯
電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
に
注
意

　
e
‐
T
a
x
を
利
用
す
る
た
め
の

電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
は
、
証
明

書
の
発
行
日
か
ら
起
算
し
て
3
年
と

な
り
、
有
効
期
間
が
満
了
す
る
と
失

効
し
、
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
平
成
　21

年
に
電
子
証
明
書
を
取
得
し
た
人
は
、

本
年
に
そ
の
有
効
期
間
が
満
了
と
な

り
ま
す
。
効
力
が
失
わ
れ
る
と
、
再

度
電
子
証
明
書
の
申
請
（
更
新
手
続

き
）
が
必
要
で
す
。

　
す
で
に
電
子
証
明
書
を
取
得
し
、

今
年
e
‐
T
a
x
を
利
用
す
る
人
は
、

ご
自
分
の
電
子
証
明
書
の
有
効
性
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
有
効
性
の
確
認

は
、「
公
的
個
人
認
証
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
（h

ttp
://w

w
w
.jp
k
i.g
o

.jp
/

）」
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
窓
口
」

の
中
で
確
認
で
き
ま
す
。

■問 
市
民
課
住
民
記
録
班
。

（３）平成２４年（２０１２）２月１日号

所
得
以
外
の
所
得
（
農
業
・
そ
の
ほ

か
の
事
業
所
得
・
配
当
・
年
金
・
不

動
産
な
ど
）
の
あ
っ
た
人

※
年
末
調
整
し
た
給
与
所
得
以
外
の

所
得
合
計
が
　
万
円
以
下
の
人
、
公

20

的
年
金
な
ど
の
収
入
合
計
が
4
0
0

万
円
以
下
で
、
か
つ
公
的
年
金
な
ど

に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が

　
万
円
以
下
の
人
は
、
所
得
税
の
申

20告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
市
・

県
民
税
は
ほ
か
の
所
得
と
合
計
し
て

税
額
計
算
す
る
た
め
、
所
得
の
多
少

に
か
か
わ
ら
ず
、
申
告
が
必
要
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
所
得
の
な
か
っ
た
人
で
、「
非
課

税
証
明
書
」
が
必
要
な
人
は
、
申
告

が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

胸
市
内
に
事
務
所
や
家
屋
敷
を
所
有

し
て
い
る
人
…
1
月
1
日
現
在
、
市

内
に
事
業
所
や
事
務
所
、
家
屋
敷
の

あ
る
場
合
は
、
印
西
市
に
住
ん
で
い

な
く
て
も
、
市
・
県
民
税
の
申
告
が

必
要
で
す
。

怯
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
人

胸
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が

あ
る
場
合
…
前
年
中
の
所
得
の
合
計

額
か
ら
所
得
控
除
額
を
差
し
引
き
、

計
算
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
税
額
が
配

当
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
人
。

胸
給
与
所
得
が
あ
る
場
合
…
次
の
い

ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人
。

▼
給
与
収
入
が
2
街
0
0
0
万
円
を

超
え
た
人
▼
給
与
以
外
の
所
得
（
農

業
や
年
金
な
ど
）
が
年
間
　
万
円
を

20

超
え
た
人
▼
2
カ
所
以
上
の
会
社
か

ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け
た
人
▼
源

泉
徴
収
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
給

与
を
受
け
て
い
た
人
▼
年
末
調
整
を

し
て
い
な
い
人
や
年
の
途
中
で
退
職

し
た
人
▼
住
民
税
の
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

人
で
、
年
末
調
整
に
お
い
て
所
得
税

の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
を

受
け
た
給
与
所
得
者
で
、
所
得
税
額

が
0
円
で
も
医
療
費
控
除
等
の
所
得

控
除
を
新
た
に
申
請
す
る
人
。

怯
市
役
所
で
相
談
で
き
な
い
人

▼
雑
損
控
除
の
控
除
金
額
が
計
算
さ

れ
て
い
な
い
人
▼
青
色
申
告
の
人
▼

譲
渡
所
得
（
土
地
・
建
物
や
株
式
な

ど
）
の
あ
っ
た
人
▼
事
業
所
得
（
農

業
・
営
業
な
ど
）
が
あ
る
人
で
、
収

支
内
訳
書
が
完
成
し
て
い
な
い
人
。

　
そ
の
ほ
か
複
雑
な
申
告
を
す
る
人

は
、
成
田
税
務
署
の
申
告
会
場
と
な

の
あ
る
人
な
ど
、
特
例
の
内
容
な
ど

に
よ
り
利
用
で
き
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

怯
申
告
書
は
送
付
に
よ
る
提
出
が
可

能　
出
来
上
が
っ
た
申
告
書
は
郵
便

（
封
筒
の
裏
側
に
、
ご
自
分
の
住
所
・

氏
名
を
お
書
き
く
だ
さ
い
）
で
提
出

が
で
き
ま
す
（
通
信
日
付
印
が
3
月

　
日
の
申
告
期
限
内
と
な
る
よ
う
、

15早
め
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
）。
記

載
事
項
や
添
付
資
料
に
漏
れ
が
な
い

よ
う
、
よ
く
ご
確
認
の
上
、
成
田
税

務
署
ま
で
送
付
し
て
く
だ
さ
い
（
時

間
外
お
よ
び
休
日
の
確
定
申
告
書
の

提
出
は
、
税
務
署
入
り
口
の
「
時
間

外
収
受
ポ
ス
ト
」
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
）。
　
ま
た
、
申
告
書
の
「
控
え
」
に
税

務
署
の
受
付
印
が
必
要
な
場
合
は
、

控
え
に
住
所
、
氏
名
な
ど
を
ボ
ー
ル

ペ
ン
で
記
載
し
、
切
手
を
貼
っ
た
返

入
の
す
べ
て
が
終
了
し
て
い
る
も

の
）
は
、
税
務
署
庁
舎
内
で
も
受
け

付
け
で
き
ま
す
（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）。

※
2
月
　
日
お
よ
び
2
月
　
日
の
日

19

26

曜
日
に
限
り
、
確
定
申
告
の
相
談
お

よ
び
受
け
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■時 
3
月
　
日
牙
ま
で
の
午
前
9
時
～

15

午
後
5
時
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
）。

※
混
雑
し
て
い
る
場
合
は
、
受
け
付

け
を
早
め
に
締
め
切
る
こ
と
が
あ
る

の
で
、
午
後
4
時
ま
で
に
ご
来
場
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※
午
前
9
時
か
ら
午
前
　
時
ま
で
は
、

10

立
体
駐
車
場
3
階
連
絡
通
路
か
ら
入

る
2
階
「
C
」
入
り
口
が
専
用
口
に

な
り
ま
す
。

■場 
成
田
市
ウ
イ
ン
グ
土
屋
　
。
24

※
京
成
成
田
駅
前
か
ら
は
「
6
番
の

り
ば
（
バ
ス
）」
と
な
り
ま
す
。

※
【
バ
ス
停
】
千
葉
交
通
バ
ス
「
ジ
ャ

ス
コ
・
イ
オ
ン
成
田
店
前
」
で
下
車
。

■問 
成
田
税
務
署
（
緯
碓28 
5
1
5
1
）。

　
2
月
　
日
牙
か
ら
市
民
税
・
県
民

16

税
と
所
得
税
の
申
告
受
け
付
け
が
始

ま
り
ま
す
。
申
告
は
自
分
で
計
算
し
、

申
告
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
市
で

は
自
書
申
告
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

所
得
税
に
つ
い
て
は
、
簡
易
な
申
告

相
談
（
雑
損
控
除
・
譲
渡
所
得
な
ど

を
除
く
）
を
市
内
各
申
告
会
場
で
も

受
け
付
け
ま
す
。

　
会
場
は
大
変
混
雑
す
る
の
で
、
申

告
書
は
自
分
で
書
い
て
早
め
に
提
出

し
ま
し
ょ
う
。

怯
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要

な
人

胸
平
成
　
年
1
月
1
日
現
在
、
印
西

24

市
に
住
所
の
あ
る
人
…
所
得
税
の
確

定
申
告
の
必
要
が
な
い
人
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人
は
申
告

が
必
要
で
す
。

①
事
業
所
得
（
農
業
・
営
業
な
ど
）

や
不
動
産
・
配
当
な
ど
の
所
得
の

あ
っ
た
人
。

②
次
に
該
当
す
る
給
与
所
得
者
。

胸
ご
自
身
で
申
告
す
る
よ
う
に
勤
務

先
か
ら
指
示
さ
れ
て
い
る
人
、
給
与

※
す
で
に
住
基
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い

て
、
電
子
証
明
書
の
申
請
を
す
る
場

合
は
、
必
ず
住
基
カ
ー
ド
を
持
参
。

■費 
住
基
カ
ー
ド
5
0
0
円
、
電
子
証

明
書
5
0
0
円
。

※
運
転
免
許
証
な
ど
の
官
公
署
が
発

行
し
た
顔
写
真
付
の
証
明
書
を
お
持

ち
で
な
い
人
は
、
事
前
に
左
記
ま
で
。

■問 
【
住
基
カ
ー
ド
お
よ
び
電
子
証
明

書
の
取
得
】
市
民
課
住
民
記
録
班

（
緯
内
線
2
3
4
・
2
3
7
）、
印
旛

支
所
市
民
福
祉
課
市
民
班
（
緯
碓98 
1

　
e
‐
T
a
x
を
利
用
す
る
に
は
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
基
カ
ー

ド
）・
電
子
証
明
書
の
取
得
が
必
要

で
す
。
市
で
は
平
日
来
庁
で
き
な
い

人
の
た
め
に
、
土
曜
日
に
市
民
課
な

ら
び
に
印
旛
支
所
市
民
福
祉
課
を
開

庁
し
、
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

■時 
■場 
下
表
の
と
お
り
。

※
申
請
の
際
、
本
人
確
認
と
パ
ス

ワ
ー
ド
設
定
を
行
い
ま
す
。
必
ず
申

請
者
本
人
が
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

胸
必
要
な
も
の
…
①
運
転
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
の
官
公
署
が
発
行

し
た
顔
写
真
付
の
証
明
書
（
有
効
期

限
内
の
も
の
）
②
写
真
付
住
基
カ
ー

ド
を
希
望
の
場
合
は
、
写
真
1
枚

（
上
半
身
、
無
帽
、
正
面
、
無
背
景
で
、

6
カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
。
縦

4
・
5
唖
×
横
3
・
5
唖
）。

 e
‐
T
a
x（
所
得
税
電
子
申
告
、納
税
）を
利
用
す
る
み
な
さ
ん
へ
 

胸市民税・県民税/所得税申告日程胸
受付時間会場期日

午前10時～正午、
午後1時～4時

イオンモール千葉ニュータ
ウン3階イオンホール

2／16牙～2／2９我
※土・日曜日を除く

午前10時～正午、
午後1時～4時本埜保健センター３／１牙

午前10時～正午、
午後1時～4時

ふれあいセンターいんば
3階会議室

３／2画～3／５俄
※土・日曜日を除く

午前9時～正午、
午後1時～4時

印西市役所
附属棟2階

3／６峨～3／15牙
※土・日曜日を除く

※会場により時間が異なりますので、ご注意ください。
※市役所の駐車スペースに限りがありますので公共交通機関でのご
　来庁をお願いします。
※2月22日我は申告会場内で「税理士による無料相談会」を同時
　開催しますので、ぜひご利用ください。
◆注意事項◆（必ずお読みください）
産各会場とも、職員による個別の相談・作成は行いませんので、ご
　自身で申告書の作成をお願いします。
産混雑具合により受付時間中に締め切らせていただくことがあり
　ますのでご了承ください。
産本埜地区については、震災の影響で本埜公民館が使用できません。
　そのため保健センターを使用しますが、手狭なため大変混雑が予
　想されますのでご了承ください。
産市役所市民税課、各支所・出張所の窓口では、申告相談は行って
　いませんので、申告受付期間中は各会場をご利用ください。ただ
　し、市民税課（市役所が会場ではない期間）・印旛支所・本埜支所
　の市民福祉課では、提出のみ受け付けます。
産申告書の控えが必要な場合は、必ずその場で申し出てください。
　後日控えが必要になっても、交付することができません。また、
　控えの用紙に記入する際は、必ずボールペンなどの消えない筆記
　用具で記入してください。
産個別相談は行いません。また、事業所得（農業・営業など）があ
　る人で、収支内訳書の作成方法が分からない人は、直接、税務署
　主催の申告特設会場（イオンモール成田2階イオンホール）でお
　願いします。

胸土曜開庁日程表胸
会場日時
市役所
（大森）
市民課

2月4日臥・
午前8時30分
～午後3時

印旛支所
（美瀬）
市民福祉課

2月18日臥・
午前8時30分
～11時

市役所
（大森）
市民課

３月３日臥・
午前8時30分
～午後3時
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